
富里市遺族団体補助金交付要綱 

 

（平成１９年３月３０日告示第６９号） 

 

改正  平成２０年４月２３日告示第８５号  平成２２年１月２６日告示第１１号 

    平成２５年３月２５日告示第５３号  平成２８年３月２８日告示第４８号 

    平成２９年３月１６日告示第３０号  平成３１年３月２９日告示第８７号 

    令和４年３月１８日告示第３４号  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民が安心していきいきと暮らすため、戦没者の遺族に

対する福祉の増進及び世界の恒久平和のために平和の尊さを学ぶとともに、

次世代へ継承する事業に対し、予算の範囲内において富里市補助金等交付規

則（平成１９年規則第１０号）及びこの要綱に基づき補助金を交付する。 

（対象経費等） 

第２条 対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該

補助事業の着手日の翌日から起算して３０日以内に富里市遺族団体補助金交

付申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければなら

ない。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 前年度決算書 

 （４） 団体規約及び団体役員名簿等 

（交付決定） 

第４条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等

を速やかに審査し、交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係

る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

（決定の通知） 

第５条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容

及びこれに条件を付した場合には、その条件を富里市遺族団体補助金決定・

却下通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 



 （補助事業の変更等） 

第６条 申請者は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更し、又は中止

し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに富里市遺族団体補助金変更・

中止（廃止）承認申請書（別記第３号様式）により市長に提出し、その承認

を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認める場合はその限

りではない。 

２ 市長は、前項による申請があったときは、速やかに審査し、変更の承認の

可否を決定し、富里市遺族団体補助金変更・中止（廃止）承認・却下通知書

（別記第４号様式）により申請者に通知するものとする 

（実績報告） 

第７条 申請者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受

けたときは、その完了した日から３０日以内に補助事業の成果を記載した富

里市遺族団体補助金実績報告書（別記第５号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、市長に報告しなければならない。 

 （１） 収支決算書 

 （２） 事業報告書 

２ 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、前項と同様とする。 

（補助金の額の確定等） 

第８条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査

等により、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであると認めたときは、交付すべき額を確定し、富里市遺族

団体補助金交付確定通知書（別記第６号様式）により、申請者に通知するも

のとする。 

（請求手続） 

第９条 申請者は、交付の確定を受けた場合は、速やかに富里市遺族団体補助

金請求書（別記第７号様式）を市長に提出するものとする。 

（概算払の請求手続） 

第１０条 事業完了前に補助金を必要とする場合は、申請者は決定額の範囲内で

概算払の請求をすることができる。請求に当たっては、富里市遺族団体補助

金概算払請求書（別記第８号様式）を市長に提出するものとする。 

（決定の取消し） 

第１１条 市長は、申請者が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業

等に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は

これに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 



２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。 

３ 市長は、前２項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると

認めるときは、申請者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令

の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成２０年４月２３日告示第８５号） 

 この告示は、公示の日から施行し、改正後の富里市遺族団体補助金交付要綱

の規定は、平成２０年度分の補助金から適用する。 

   附 則（平成２２年１月２６日告示第１１号） 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２５日告示第５３号） 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２８日告示第４８号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月１６日告示第３０号） 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２９日告示第８７号） 

 この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成３１

年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１８日告示第３４号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年



４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

対象経費区分 補助率 限度額 

１ 戦災死没者に対す

る慰霊・追悼に関する

事業 

ア 交通費 １/２ 100,000円 

（ただし、

予算の範囲

内で市長が

定める額） 

イ 食糧費（市長が必

要と認めたものに限

る。） 

ウ 施設使用料 

２ 千葉県及び印旛郡

市遺族連合会事業に

関するもの 

ア 交通費 

イ 通信運搬費 

ウ 研修会参加費（宿

泊を伴う場合は、年１

回、１人当たり30,000

円を限度とする。) 

３ 平和活動の啓発、

遺族に係る福祉政策

の普及に関するもの 

ア 消耗品費 

イ 印刷製本費 

ウ 通信運搬費 

４ 遺族の訪問に関す

るもの 

ア 消耗品費 

イ 交通費 

５ バス賃借に関する

もの 

ア バス賃借料（公益

社団法人日本バス協

会による貸切バス事

業者安全性評価認定

制度の認定事業者に

限る。） 

１/２ 50,000円 

備考 交通費は、高速料金、燃料費、駐車料金及び公共交通料金に限る。 



別記 

第１号様式（第３条第１項関係） 

 

 年  月  日 

 

 富里市長         様 

 

   申請者 団体名              

会 長           ㊞  

 

 

富里市遺族団体補助金交付申請書 

 

 下記のとおり    年度富里市遺族団体補助金の交付を受けたいので、富

里市遺族団体補助金交付要綱第３条第１項の規定により、関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

１ 補助金の申請額            円 

 概算払の交付請求の有無  有・無 

概算払を受けたい時期及び金額 

月 月 月 月 

円 円 円 円 

概算払を受けよ

うとする理由 

 

   ＊概算払を受けたい場合は、資金収支計画書を添付すること。 

２ 事業計画書 （別紙） 

 

３ 収支予算書  

 

４ 前年度決算書  



（別紙） 

事 業 計 画 書 

 

対 象 経 費 区 分 
 実施完了(予定)

年月日 

 

事 業 内 容 

 

事業実施による効果 

 

事 業 費 

 

※ 対象経費区分ごとに、記載してください。 

 



第２号様式（第５条関係） 

 指令第      号  

年   月   日  

 

         様 

 

 富里市長          印   

 

 

富里市遺族団体補助金決定・却下通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった富里市遺族団体補助金交付申請

については、富里市遺族団体補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとお

り交付額を決定・却下したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額           円 

 概算払による交付額 

交付時期 月 月 月 月 

交付金額 円 円 円 円 

※ 概算払の決定を受けた場合は、富里市遺族団体補助金交付要綱第１０条

に規定する富里市遺族団体補助金概算払請求書を市長に提出してください。 

２ 交付の条件又は却下の理由 

 



第３号様式（第６条第１項関係） 

第          号  

年    月    日  

 富里市長         様 

 

   申請者 団体名              

会 長           ㊞  

 

富里市遺族団体補助金変更・中止（廃止）承認申請書 

 

          年度において、（団体名）           の事業を下記のと

おり実施したいので、富里市遺族団体補助金交付要綱第６条第１項の規定によ

り承認を申請します。 

記 

追 加 交 付 申 請 額                    円 

既 交 付 決 定 額                    円 

補助金変更後所要額                    円 

対 象 経 費 区 分  実施完了 (予定 )年月日   

変 更 理 由  

変 更 後 事 業 内 容  

事業実施による効果  

変 更 前 事 業 費  

変 更 後 事 業 費  

概 算 払 の 有 無 有・無 

 有 の 場 合 
既受入済額 月 月 月 月 

円 円 円 円 円 

＊概算払を受けたい場合は、資金収支計画書を添付すること。 



第４号様式（第６条第２項関係） 

 指令第      号 

年   月   日 

 

         様 

 

 富里市長          印   

 

 

富里市遺族団体補助金変更・中止（廃止）承認・却下通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった富里市遺族団体補助金変更・中

止（廃止）承認申請については、富里市遺族団体補助金交付要綱第６条第２項

の規定により、下記のとおり変更・中止（廃止）を承認・却下したので通知し

ます。 

 

記 

 

１ 交付変更決定額           円 

 

 変更・中止(廃止)後の概算払による交付額 

交付時期 既交付済額 月 月 月 月 

交付金額 円 円 円 円 円 

※ 概算払の決定を受けた場合は、富里市遺族団体補助金交付要綱第１０条

に規定する富里市遺族団体補助金概算払請求書を市長に提出してください。 

２ 交付の条件又は却下の理由 

 



第５号様式（第７条第１項関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

   申請者 団体名              

会 長           ㊞  

 

 

富里市遺族団体補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  指令第    号で交付決定された補助事業が

完了したので、富里市遺族団体補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関

係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額          円 

 

２ 補助事業の成果 

 

３ 補助事業の実績 

 

４ 補助事業の期間   年  月  日～  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

 達第     号 

                     年  月  日 

 

         様 

 

 富里市長          印   

 

 

富里市遺族団体補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付け  指令第    号で交付決定した富里市遺

族団体補助金については、富里市遺族団体補助金交付要綱第８条の規定により、

下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

交 付 確 定 額           円 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

   申請者 団体名              

会 長           ㊞  

 

 

富里市遺族団体補助金請求書 

 

     年  月  日付け  達第 号をもって補助金の交付確定のあっ

た  年度富里市遺族団体補助金を富里市遺族団体補助金交付要綱第９条の規

定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

交付確定額    金       円 

 

既概算払交付額  金       円 

  

今回請求額    金       円 

 



第８号様式（第１０条関係） 

 

 年  月  日  

 

 富里市長         様 

 

   申請者 団体名              

会 長           ㊞  

 

 

富里市遺族団体補助金概算払請求書 

 

     年  月  日付け  指令第   号をもって補助金の交付決定

のあった   年度富里市遺族団体補助金を富里市遺族団体補助金交付要綱 

第１０条の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

補 助 金 交 付 決 定 額  ①              円 

既 交 付 済 額 ② 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

  計          円 

今 回 請 求 額 ③              円 

補助金交付決定額との差額 

①－②－③ 
             円 

注 既交付済額には、既に概算払を行っている場合、その交付年月日及び交付金額を

記入してください。 

 


